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各市町村からの質問・意見及び要望事項 

市町村名 質問・要望等の内容 

那覇市 １．沖縄西海岸道路（小禄道路、那覇北道路）の早期整備完了について 

 都市機能の集積する本市では、周辺市町村から市内への流入交通が集中し、朝夕ピーク時には、市内各地で交通混雑を

引き起こし、市民の生活に支障を来している。 

 現在、事業中の沖縄西海岸道路は、那覇都市圏の外郭環状道路の一部を担い、市内の交通混雑の緩和はもとより、那覇

港、那覇空港へ、沖縄本島全域からのアクセス性が飛躍的に向上し、物流の効率化及び観光振興が図れることから、小禄

道路及び那覇北道路の早期完了を図る必要がある。 
 

  

豊見城市 ２．那覇空港自動車道（小禄道路）の早期整備について 

 豊見城市においては、都市開発の進展や観光客のレンタカーの増加等に伴い、交通量の増加が著しく交通渋滞は地域の

喫緊の課題である。 

 また、平成２６年６月に国際物流拠点産業集積地域（物流地域）に指定され、土地区画整理事業が実施中で、令和元年

６月に市街化区域へ編入された与根地区などにおいて物流施設をはじめとする産業の集積が進むことが見込まれている。 

 現在、整備中の那覇空港自動車道小禄道路は、沖縄本島各地と那覇空港を定時・高速で結び、観光産業や物流の効率化

を支援するとともに、南部地域の渋滞緩和に期待されることから、那覇空港自動車道小禄道路の早期整備を推進する必要

がある。 

 

３．豊見城市内の主要渋滞箇所の対策について 

 市内の主要渋滞箇所については、那覇空港自動車道（豊見城東道路）や沖縄西海岸道路（豊見城道路）などの開通によ

り、一部の箇所において交通混雑の緩和が見られるものの、豊見城ＩＣをはじめ、名嘉地ＩＣ、豊崎交差点（国道３３１

号）など依然として渋滞が残ったままとなっている。 

 また、主要渋滞箇所以外にも近年の交通需要の増加などにより、主要渋滞箇所以上に混雑する交差点などもあり、交通

渋滞は地域の喫緊の課題となっており、渋滞対策（交差点改良）の推進が必要である。 

 



２ 

 

(１)豊見城ＩＣ交差点の渋滞対策 

  豊見城ＩＣについては、ランプからの右折・左折とも多く、交通混雑が生じているため、豊見城東道路の残地を利 

 用したランプ部の改良が必要である。 

 

(２)豊見城・名嘉地ＩＣ交差点の渋滞対策 

 豊見城・名嘉地ＩＣのロングランプについては、現在約１７，０００台／日の交通量となっているが、今後小禄道

路の整備により取り壊しの予定となっており、これらの交通が豊見城・名嘉地ＩＣに集中することとなり、現在でも

渋滞が発生している豊見城・名嘉地ＩＣの渋滞がより厳しくなるため、早期の豊見城・名嘉地ＩＣの改良が必要であ

る。 

 

(３)豊崎交差点（国道３３１号）の渋滞対策 

 豊見城市豊崎については、大型商業施設が令和２年４月に開業予定で、さらに今後もホテルなどの建設が予定され

ており、豊崎交差点の交通渋滞が懸念されていることから、交差点改良が必要である。 

 

(４)その他市内の渋滞交差点の渋滞対策 

 豊見城市内においては、上田交差点（県道７号線、県道１１号線、県道２５６号線）をはじめ、高安北交差点（県

道１１号線）、豊見城団地入口交差点（県道７号線）など渋滞が著しい箇所が多く点在している。 

 特に、県道７号線については、県内の２車線の道路でも最大クラスの交通量となっており、交通渋滞が生じている

ため、今後、関係機関を含めた市内の渋滞対策の推進が必要である。 

 

糸満市 ４．国道３３１号南部病院以南の４車線化について 

当該道路は、那覇空港からひめゆりの塔、平和祈念観光拠点を経由し、八重瀬町、南城市など南部一帯と那覇空港や那

覇港等の物流拠点を結ぶ主要幹線道路であり、観光振興や地域振興に寄与することが期待されている道路である。 

今後、糸満市真栄里地区の開発計画や南部一帯への観光アクセスなど、交通量の増加が見込まれることから、将来の道

路ネットワーク及びアクセス性の向上を考慮し、南部病院以南の区間において、4 車線化の必要性について検討が必要で

ある。 



３ 

 

 

５．那覇空港自動車道（小禄道路）の早期整備について 

当該道路は、沖縄自動車道と一体となって、沖縄本島全域と那覇空港間の定時性、速達性を確保し、観光産業や物流の

効率化を支援するとともに、那覇市内及び南部地域の交通渋滞の緩和に資する重要な道路である。 

同道路は、瀬長交差点改良は終えているものの、瀬長交差点から那覇バス（株）具志営業所入口までの区間において、

線形的にも車両進行が思わしくない状況であることから、当該区間の早期整備が必要である。 

 

６．歩道の早期整備について 

国道３３１号糸満市字福地から字摩文仁までの区間において、歩道の未整備箇所があり歩行者は路肩部分の通行を余儀

なくされている状況にある。 

また、慰霊や平和学習などの目的でこの区間を徒歩で往来する市外や県外からの来訪者もあり、歩行者の安全確保のた

め歩道の早期整備が必要である。 

 

南城市 ７．南部東道路の整備促進について 

 南部東道路は、本市や本島南部に点在する多くの観光地と那覇空港自動車道及び周辺道路、県道等を結び、広域ネット

ワークを形成する重要路線である。その整備により那覇市や空港、さらには本島中北部へのアクセスの改善（時間距離短

縮、定時・低速性の確保）が図られ、広域的な交通及び物流面の利便性が飛躍的に向上し、本市が取り組む地域公共交通

の再編や東部地域の人口減少の歯止め、ＩＣ周辺での拠点整備にも影響を及ぼしている。特に民間企業においては開通を

見越した進出計画や新たな事業展開が躊躇されており、南部東道路の計画的かつ着実な整備促進に向け一層の予算確保が

必要である。 

 また、つきしろＩＣでは、区画整理事業が予定されており、用地費の高騰、交通需要が増加する事が見込まれることか

ら地域事情に即した弾力的な対応が必要である。 

 

８．南部東道路つきしろＩＣからの延伸について 

 南城市は、三方を海に囲まれ、東南部地域には多くの観光客が訪れ、また海辺の海抜の低い地域には多くの市民が暮ら

しているが、地形的な制約等から当該市域へのアクセス道路は限られ交通利便性の向上が求められている。 



４ 

 

 昨今の地球温暖化による巨大台風に加え、沖縄本島南東沖に巨大地震や津波を引き起こすプレートの間「固定域」が発

見されるなど、台風時、災害時における住民や観光外来客の避難・救助・物資供給等を担う道路ネットワークの構築も急

務となっており、つきしろＩＣから東部地域への延伸の具現化が必要である。 

 

９．国道３３１号（知念字具志堅～山里）の改良について 

 南城市内の国道３３１号は、世界遺産である斎場御獄やおきなわワールドなど、南部一帯を観光するレンタカーや観光

バスの利用者が年々増えている状況にある。 

 しかしながら、当区間の路線（知念字具志堅～山里）においては、急カーブが連続する区間で、車両同士の接触事故、

転倒や昨年２月には高校生が運転するバイクがカーブを曲がりきれずに崖下へ転落する人身事故も発生してる。交通安全

の確保を図る観点から線形改良やバイパスの整備等が必要であり、早期に整備が必要である。 

 

八重瀬町 １０．国道３３１号の歩道整備について 

 八重瀬町内の小、中、高校生の通学路となっている国道３３１号の具志頭金物店前から、具志頭ドライブイン前までの

片側右区域（約２２０ｍ）は、歩道が未整備であり、歩行者の安全確保のため早急な整備を行う必要がある。 

 

１１．国道３３１号の無電柱化の促進及び自転車道路整備計画の推進について 

 国道３３１号及び５０７号は、本町の東西南北を通過し、通勤、通学、物流、観光、救急等における交通の基幹軸とし

て、住民生活や経済活動に欠かすことのできない重要な道路となっている。 

 無電柱化については、地震や台風などの大規模災害時の対応といった国土強靭化の観点や景観の創出面の観点から重要

な施策として考えているので、沖縄ブロック無電柱化推進協議会などをとおして、引き続き協議を進めながら対策を促進

する必要がある。 

 また、自転車道路の整備につきましては、本町のみならず近隣市町や南部地域など広域的な視点に立った整備計画が必

要であると考えているので、国、県、市町村及び関係機関と連携を図りながら整備計画を推進する必要がある。 

 

 



５ 

 

与那原町 １２．国道３２９号与那原バイパスの早期の４車線開通について  

国道３２９号与那原バイパスは、地すべり対策の決定により、南風原町与那覇地内（延長 0.5km）を含めた延長２．２

kmについて、令和３年度に暫定２車線で開通する見通しとなっている。 

しかしながら、与那原町東浜と西原町東崎にまたがる地域の当該バイパス沿道には、大型ＭＩＣＥ施設建設が決定して

おり、今後供用開始となっていることから、大型ＭＩＣＥ施設関連の交通量の増加が想定されます。つきましては、大型

ＭＩＣＥ施設の利便性の向上や観光客などのアクセス性の向上による本町のさらなる発展を図るためにも、早期の４車線

開通を行う必要がある。                                                                                   

 

南風原町 １３．南風原北インターチェンジから那覇市石嶺方面への道路整備について 

 南部地域においては、国道３３１号、豊見城道路、津嘉山バイパス、南部東道路、南風原与那原バイパス等主要幹線道

路が整備中、又は完了し交通網が充実しつつあるが、那覇市北東部へのアクセスについては、中央環状線の渋滞箇所であ

る那覇インターチェンジ付近を通る必要があり、南部地域から那覇北東部へのアクセス向上の面から本路線の整備は重要

で、本路線の整備により空港から那覇北東部へのアクセスが向上するとともに、沖縄南部の観光地と首里城とのアクセス

が向上し、沖縄観光にも大きく貢献できる。 

 更に、ＭＩＣＥ施設の開業により、現在でも朝夕の渋滞が激しい南風原北インター付近での大規模な渋滞や首里方面へ

の交通量増加が予測されることから、南風原北インターチェンジの改良等も含めた外郭環状線の機能向上の整備を行う必

要がある。 

 

１４．仲井真津嘉山線の早期事業化について 

現道、国道５０７号は沖縄県知事が平成５年に仲井真津嘉山線として都市計画決定し、同年に同時決定した道路中、町

施工の道路については実施中でありますが、津嘉山自動車学校から那覇糸満線までの区間においては、未だ事業決定がな

されていない状況下にあり、早期事業化を実現し道路ネットワークの構築を図る必要がある。 

また、本区間に事業中の都市計画道路津嘉山中央線（１２ｍ）が接続する計画で現在、取付協議を含め事業上、支障が

でている。 

 更に、直近の道路交通センサス（H27）においても２２，４２０台／日と非常に交通量が多く、交通渋滞が発生している

ため早期事業化を実現し整備を行う必要がある。 



６ 

 

久米島町 １５．久米島への航空燃料給油施設の整備について 

久米島には航空燃料給油施設が無いことから、夏季に就航する久米島・東京直行便の東京行きがトランジットで那覇空

港を経由しており、直行便の利便性が活かされてない状況にある。さらに、県外からの航空チャーター便の誘致及び増便

においても大きな阻害要因となっている。 

久米島に給油施設（航空燃料貯油タンク・レフューラー）を整備することにより、航空路線の拡充を図り、観光をはじ

めとする各種産業の活性化、更には悪天候等の際に那覇空港から近い久米島空港をダイバートとして利用することで、混

雑する那覇空港を離発着する航空路線全体の安全性及び利便性の向上にも繋がる施設の整備が必要である。 

 

座間味村 １６．座間味港係留個所の増設及びゲストバースの早期整備について 

座間味村では近年、若者の漁業者や観光業など従事者の増加や、船舶の増加や大型化に伴い係留個所が不足しており、

村としても単独事業で廃船処理事や各船舶の係留個所の配置等の実態調査を行いましたが、それでも係留個所が不足して

いる現状である。 

また、平成２６年３月に「慶良間諸島国立公園」の指定を受けたことにより、本土や海外からのヨットやクルーザーで

来村する観光客が増えているが、それらを停泊する場所が無く、現在は定期航路のフェリーや高速船の停泊場所に出航後

停めている状況である。また急な天候の悪化による避難場所としても係留するスペースが無く、長時間停泊禁止の場所に

やむを得ず停泊させる現状もある事から、ゲストバース整備及び係留箇所の増設を行う必要がある。 

 

渡名喜村 １７．離岸堤の設置について 

 渡名喜村は、島全体が県立自然公園に指定され他に類を見ない自然環境を醸し出している。現在、離岸堤が設置されて

いる東浜海岸には、村民が憩う唯一の海水浴場があるが、離岸堤の内側に砂が堆積し石が露出している状況にあり、既存

の離岸堤を撤去し、景観に配慮した住民や観光客が安心安全に遊泳できるように自然の珊瑚礁の機能を模した、越派波対

策に効果のある施設を新たに設置する必要がある。 

 



７ 

 

南大東村 １８．港湾整備に関する重点的な取り組みについて 

 島国である沖縄県は物資等の輸移出入は殆ど海上輸送に依存し、港の機能は物流・人流等、多様にあり、各地域の玄関

とも言える。 

 南大東村は、さとうきび作が基幹産業であるが、近年、さとうきび作と野菜（南瓜・パパイヤ等）の間作輪作が盛んに

なり、南瓜・パパイヤ等を県内・県外に移出している。又、漁業が盛んになり、マグロ・サワラを県内に移出しているな

ど、産業が盛んになり地域が活性化へ進んでいる。 

 しかしながら、産業が振興し産物を移出するにあたって、港の状況に左右され、南北大東航路、船舶「だいとう」は那

覇泊港と南北大東島を年間６５航海余と就航率が厳しい状況にある。 

 南大東島の港は岸壁が外洋に接し、港湾作業は気象状況、海上の時化、港の状況を確認しながら大型クレーンで荷揚げ

荷積み作業を行っているのが現況で、計画的に産物を移出して産業を振興させ、又、港の機能を高めることによって、観

光産業等、離島の振興・産業育成には、港湾整備に関する重点的な取り組を行う必要がある。 

 

１９．港湾施設（亀池地区港）の整備拡張について 

 南大東島周辺は、マグロ・サワラ・ソデイカ等の好漁場であり、地元漁船はもとより県内外漁船の前線拠点施設として、

平成元年より南大東港の漁港整備が進められ、岸壁・泊地が完成し漁船の大型化が図られ、地元船及び外来船が接岸して

いるが、冬期風浪時に出入港に支障を来している航路の静穏度向上を図るため防波堤の整備を進めることとしていたが、

特異な海底地形による巨大な波力及び砂礫層が確認されたことから、当初予定の２００ｍの防波堤整備を８０ｍに縮小し、

その代替え策の北大東島漁港も開港し、当村の水産業は漁港の整備に伴い担い手が育ち漁船の大型化が図られ、産業の少

ない離島村において水産業の発展が期待されている。 

 しかしながら南大東漁港の防波堤（８０ｍ）が完成しても、ソデイカ漁の最盛期である１１月から４月までの間、冬期

風浪により沖で操業することが可能であっても出入港が出来ない厳しい状況にある。現在も１１月から４月までの間、亀

池港漁船溜まり場を使用して出漁しており、漁業者の増や漁船の大型化により湾内を含め狭い状況にあり、北大東村漁港

が完成しても、当村の漁船が利用する頻度は少ない状況が予測されるため、南大東漁港の反対側の亀池港漁船溜まり場の

整備拡張を行う必要がある。 

 



８ 

 

北大東村 

 

 

２０．船溜まり場の整備について 

 北大東村にはには３地区に港はあるものの、自然の入り江が無く島の特性上、日々の風向きにより海上の状況が大きく

変化するため、静穏性を確保することが容易でない。 

  漁港の開港により、漁師の操業に係る条件は格段に改善されたものの、今後の観光客等に対するスキューバｰダイビング

や遊漁船案内など、島の周辺海域にある豊かな資源を活用した新産業の創出や、水産業の振興発展の為には、漁師の操業

に係る条件を補完し、地域の実情に見合う安定したサービス提供の可能性が高まる、現在の漁港と反対側に位置する北大

東港北地区に、小型船舶を対象とした船溜まり場の整備が必要である。 

 


